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廃棄物規制課

廃棄物処理法の改正について
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１．適正処理の推進

廃棄物処理法の⼀部改正
公布 平成29年6月16日
施⾏期⽇

電⼦マニフェスト⼀部義務化： 公布の⽇から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める⽇
その他： 公布の⽇から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める⽇



























有害使⽤済機器の保管基準（案）
区分 具体的な⽅針

保管場所の要件
周囲に囲い（荷重が直接かかる場合は構造耐⼒上安全なもの）を設けるとともに、有害使
⽤済機器の保管の場所である旨その他保管に必要な事項を記載した掲⽰板を設けることと
する。

保管場所からの
⾶散・流出・
地下浸透防⽌等

汚⽔が⽣じるおそれがある場合は、公共の⽔域や地下⽔の汚染を防⽌するために必要な排
⽔溝その他の設備を設けるとともに、底⾯を不浸透性の材料で覆うこととする。

保管及び保管に係る作業を⾏うに当たり、有害使⽤済機器及びその⼀部の⾶散流出防⽌、
振動・騒⾳等の防⽌、⽣活環境保全上必要な措置を⾏うこととする。

保管時の⽕災発⽣防
⽌

いわゆる雑品スクラップの⽕災が頻発していることや他制度上の制約がかかるような取扱
いになっていないことを踏まえ、⼈の健康・⽣活環境の保全上、特に留意すべきと思われ
る⽕災の防⽌の観点から、次の措置を講じる。
① ⽕災防⽌の観点から保管の⾼さを概ね５ｍ以下とする等の措置を講ずることとする。
② ⽕災原因となり得る油、電池・バッテリー、ガスボンベ等については、⽕災にならない

よう回収し、適切に処理することとする。
③ ⽕災及び延焼の防⽌の管理を容易にする観点から、⾦属スクラップ等その他の資源物や

廃棄物等と分別して保管することとする。

衛⽣管理 ねずみや害⾍が発⽣しないようにすることとする。
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※ 政省令やガイドライン等を組み合わせて規定することを想定。

有害使⽤済機器の処分基準（案）

区分 具体的な⽅針
⾶散・流出防⽌、悪
臭・騒⾳・振動防⽌
等

処分に伴う有害使⽤済機器及びその⼀部の⾶散流出防⽌、振動・騒⾳等の防⽌、⽣
活環境保全上必要な措置を⾏うこととする。

処分時の⽕災発⽣防
⽌

いわゆる雑品スクラップの⽕災が頻発していることや他制度上の制約がかかるよう
な取扱いになっていないことを踏まえ、⼈の健康・⽣活環境の保全上、特に留意す
べきと思われる⽕災の防⽌の観点から、⽕災原因となり得る油、電池・バッテリー、
ガスボンベ等については⽕災にならないよう、回収し適切に処理することとする。

特定の品⽬に係る処
分基準

家電4品⽬に該当する品⽬は、特定家庭⽤機器⼀般廃棄物及び特定家庭⽤機器産業廃
棄物の再⽣⼜は処分の⽅法として環境⼤⾂が定める⽅法によることとする。

処分施設の⽣活環境
保全措置

破砕機に投⼊する有害使⽤済機器に破砕に適さないものが含まれていないことを連
続的に監視するために必要な措置、破砕によって⽣ずる粉じんの周囲への⾶散を防
⽌するために必要な措置及び爆発による被害を防⽌するために必要な措置を講ずる
こととする。

27※ 政省令やガイドライン等を組み合わせて規定することを想定。











検討事項④ 有害使⽤済機器の保管等に関する届出事項・書類について

＜根拠条⽂＞
 使⽤を終了し、収集された機器（廃棄物を除く。）のうち、その⼀部が原材料として相

当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管⼜は処分が⾏われた場合に⼈の健康⼜は⽣
活環境に係る被害を⽣ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの（以下この条及び
第三⼗条第六号において「有害使⽤済機器」という。）の保管⼜は処分を業として⾏お
うとする者（適正な有害使⽤済機器の保管を⾏うことができるものとして環境省令で定
める者を除く。次項において「有害使⽤済機器保管等業者」という。）は、あらかじめ、
環境省令で定めるところにより、その旨を当該業を⾏おうとする区域を管轄する都道府
県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様
とする。【法第17条の２第１項】

＜廃棄物処理制度専⾨委員会報告書の関連部分＞
 処理基準の遵守状況を確認し、及び遵守を徹底するため、都道府県等の⾏政機関が報告

徴収、⽴⼊検査や処理基準の違反等があった場合における必要な措置を⾏うことができ
るようにすべきである。
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届出事項（案）

申請者の基本情報 ⽒名⼜は名称、住所、その他申請者の基本的情報を⽰す書類

事業⼀般に関する事項
事務所及び事業場の所在地、事業計画の概要、事業開始年⽉⽇、
事業場の概要、事業場の⾯積、付近の⾒取図、事業の⽤に供す
る場所の使⽤権限を有することを証する書類

保管に関する事項 保管する品⽬、保管場所の⾯積、保管量の上限、保管⾼さ上限、
保管場所の構造がわかる図⾯（平⾯図、構造図等）

処分に関する事項 処分の⽅法、処分する品⽬・数量、処分施設の種類・数量・設
置場所・構造の概要がわかる図⾯（平⾯図、構造図等）

＜届出の時期＞

• 新規は事業開始前10⽇前までとする。
• 届出事項の変更についても、廃棄物の取扱いを参考に、基本的に同様とする。
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